
一

酒
税
法
及
び
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
新
旧
対
照
表

○
酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）（
抄
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
製
造
免
許
等
の
要
件
）

第
十
条

第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
酒
類
の

製
造
免
許
、
酒
母
若
し
く
は
も
ろ
み
の
製
造
免
許
又
は
酒
類
の
販
売
業
免
許

の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
は
、
税
務
署
長
は
、
酒
類
の
製
造
免
許
、
酒
母
若
し
く
は
も
ろ
み
の
製
造

免
許
又
は
酒
類
の
販
売
業
免
許
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

免
許
の
申
請
者
（
酒
類
の
製
造
免
許
、
酒
母
若
し
く
は
も
ろ
み
の
製
造

免
許
又
は
酒
類
の
販
売
業
免
許
の
申
請
者
を
い
う
。
第
三
号
か
ら
第
八
号

ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
第
十
二
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
号
若
し

く
は
第
六
号
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
の

規
定
に
よ
り
酒
類
の
製
造
免
許
、
酒
母
若
し
く
は
も
ろ
み
の
製
造
免
許
若

し
く
は
酒
類
の
販
売
業
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法

第
十
二
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
（
許
可
の
取
消

し
等
）
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
条
（
準
用
）
、
第
二
十
五
条
（
準

用
）
及
び
第
三
十
条
（
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
者
で

あ
る
場
合

（
製
造
免
許
等
の
要
件
）

第
十
条

〔
同
上
〕

一

免
許
の
申
請
者
（
酒
類
の
製
造
免
許
、
酒
母
若
し
く
は
も
ろ
み
の
製
造

免
許
又
は
酒
類
の
販
売
業
免
許
の
申
請
者
を
い
う
。
第
三
号
か
ら
第
八
号

ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
第
十
二
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
第

五
号
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
酒
類

の
製
造
免
許
、
酒
母
若
し
く
は
も
ろ
み
の
製
造
免
許
若
し
く
は
酒
類
の
販

売
業
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
者
又
は
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
第

十
二
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
（
許
可
の
取
消
し

等
）（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
条
（
準
用
）
、
第
二
十
五
条
（
準
用
）

及
び
第
三
十
条
（
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合



  

二 

 
二 

酒
類
製
造
者
若
し
く
は
酒
類
の
販
売
業
免
許
を
受
け
た
者
（
以
下
「
酒

類
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
法
人
が
第
十
二
条
第
一
号
、
第
二
号
、

第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く

は
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
酒
類
の
製
造
免
許
若
し
く
は
酒
類
の
販
売
業
免

許
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
（
第
十
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
酒
類
の
製

造
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
当
該
法
人
が
第
七
号
又
は
第

七
号
の
二
に
規
定
す
る
者
に
、
第
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
酒
類
の

販
売
業
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
当
該
法
人
が
第
七
号
又

は
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
る

場
合
に
限
る
。
）
又
は
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
第
三
条
第
一
項 

（
製
造
の
許

可
）
、
第
十
六
条
第
一
項
（
輸
入
の
許
可
）
、
第
二
十
一
条
第
一
項
（
販
売

の
許
可
）
若
し
く
は
第
二
十
六
条
第
一
項
（
使
用
の
許
可
）
の
許
可
を
受

け
た
法
人
が
同
法
第
十
二
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
五

号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第
三
十
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た

場
合
（
同
法
第
十
二
条
第
二
号
（
同
法
第
二
十
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第

三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り

消
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
当
該
法
人
が
同
法
第
五
条
第
一
号
（
欠
格
条

項
）（
同
法
第
二
十
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
る

場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
原
因
と
な
つ
た

 

二 

酒
類
製
造
者
若
し
く
は
酒
類
の
販
売
業
免
許
を
受
け
た
者
（
以
下
「
酒

類
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
法
人
が
第
十
二
条
第
一
号
、
第
二
号
若

し
く
は
第
五
号
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
酒
類
の
製
造
免
許
若
し
く
は
酒
類
の
販
売
業
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た

場
合
（
第
十
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
酒
類
の
製
造
免
許
を
取
り
消
さ

れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
当
該
法
人
が
第
七
号
又
は
第
七
号
の
二
に
規
定
す

る
者
に
、
第
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
酒
類
の
販
売
業
免
許
を
取
り

消
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
当
該
法
人
が
第
七
号
又
は
第
七
号
の
二
に
規

定
す
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は

ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
第
三
条
第
一
項 

（
製
造
の
許
可
）
、
第
十
六
条
第
一

項
（
輸
入
の
許
可
）
、
第
二
十
一
条
第
一
項
（
販
売
の
許
可
）
若
し
く
は
第

二
十
六
条
第
一
項
（
使
用
の
許
可
）
の
許
可
を
受
け
た
法
人
が
同
法
第
十

二
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
法
第
二
十
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
（
同
法
第
十
二
条

第
二
号
（
同
法
第
二
十
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
つ
い

て
は
当
該
法
人
が
同
法
第
五
条
第
一
号
（
欠
格
条
項
）
（
同
法
第
二
十
条
、

第
二
十
五
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

す
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
原
因
と
な
つ
た
事
実
が
あ
つ
た
日
以
前



 

三 

事
実
が
あ
つ
た
日
以
前
一
年
内
に
当
該
法
人
の
業
務
を
執
行
す
る
役
員
で

あ
つ
た
者
で
当
該
法
人
が
そ
の
取
消
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
を
経
過

す
る
ま
で
の
も
の
が
酒
類
の
製
造
免
許
、
酒
母
若
し
く
は
も
ろ
み
の
製
造

免
許
又
は
酒
類
の
販
売
業
免
許
を
申
請
し
た
場
合 

 

三
～
六 

〔
略
〕 

 

七 

免
許
の
申
請
者
が
国
税
若
し
く
は
地
方
税
に
関
す
る
法
令
、
酒
税
の
保

全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
号
。

第
十
二
条
第
六
号
及
び
第
十
四
条
第
四
号
に
お
い
て
「
酒
類
業
組
合
法
」

と
い
う
。
）
若
し
く
は
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処

せ
ら
れ
、
又
は
国
税
犯
則
取
締
法
（
明
治
三
十
三
年
法
律
第
六
十
七
号
）（
地

方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
関
税
法
（
と
ん
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第

三
十
七
号
）
及
び
特
別
と
ん
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
八
号
）

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
通
告
処
分
（
科
料
に

相
当
す
る
金
額
に
係
る
通
告
処
分
を
除
く
。
）
を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の

刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
若
し
く
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日

又
は
そ
の
通
告
の
旨
を
履
行
し
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
者
で

あ
る
場
合 

 

七
の
二
～
十
二 

〔
略
〕 

  

（
酒
類
の
製
造
免
許
の
取
消
し
） 

一
年
内
に
当
該
法
人
の
業
務
を
執
行
す
る
役
員
で
あ
つ
た
者
で
当
該
法
人

が
そ
の
取
消
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
も
の
が
酒

類
の
製
造
免
許
、
酒
母
若
し
く
は
も
ろ
み
の
製
造
免
許
又
は
酒
類
の
販
売

業
免
許
を
申
請
し
た
場
合 

 

三
～
六 

〔
同
上
〕 

 

七 

免
許
の
申
請
者
が
国
税
若
し
く
は
地
方
税
に
関
す
る
法
令
、
酒
税
の
保

全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
号
）

若
し
く
は
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

又
は
国
税
犯
則
取
締
法
（
明
治
三
十
三
年
法
律
第
六
十
七
号
）（
地
方
税
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
若
し
く
は
関
税
法
（
と
ん
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
七

号
）
及
び
特
別
と
ん
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
八
号
）
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
通
告
処
分
（
科
料
に
相
当
す

る
金
額
に
係
る
通
告
処
分
を
除
く
。
）
を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
刑
の
執

行
を
終
わ
り
、
若
し
く
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
又
は
そ

の
通
告
の
旨
を
履
行
し
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
者
で
あ
る
場

合 

  

七
の
二
～
十
二 

〔
同
上
〕 

  

（
酒
類
の
製
造
免
許
の
取
消
し
） 



  

四 

第
十
二
条 

酒
類
製
造
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

税
務
署
長
は
、
酒
類
の
製
造
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
～
五 
〔
略
〕 

 

六 

酒
類
業
組
合
法
第
八
十
四
条
第
二
項
（
酒
税
保
全
の
た
め
の
勧
告
又
は

命
令
）
又
は
第
八
十
六
条
の
四
（
公
正
な
取
引
の
基
準
に
関
す
る
命
令
）

の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
場
合 

  

（
酒
類
の
販
売
業
免
許
の
取
消
し
） 

第
十
四
条 

酒
類
販
売
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
税
務
署
長
は
、
酒
類
の
販
売
業
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
～
三 

〔
略
〕 

 

四 

酒
類
業
組
合
法
第
八
十
四
条
第
三
項
（
酒
税
保
全
の
た
め
の
勧
告
又
は

命
令
）
又
は
第
八
十
六
条
の
四
（
公
正
な
取
引
の
基
準
に
関
す
る
命
令
）

の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
場
合 

 

第
十
二
条 

〔
同
上
〕 

  

一
～
五 

〔
同
上
〕 

 

〔
新
設
〕 

    

（
酒
類
の
販
売
業
免
許
の
取
消
し
） 

第
十
四
条 

〔
同
上
〕 

  

一
～
三 

〔
同
上
〕 

 

〔
新
設
〕 

 

 
 

  
 



 

五 

○
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
号
）（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

〔
削
る
〕 

 

（
基
準
販
売
価
格
に
係
る
告
示
） 

第
八
十
六
条
の
二 

〔
略
〕 

  

（
公
正
な
取
引
の
基
準
） 

第
八
十
六
条
の
三 

財
務
大
臣
は
、
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
の
取
引
の
円
滑
な

運
行
を
図
る
た
め
、
酒
類
に
関
す
る
公
正
な
取
引
に
つ
き
、
酒
類
製
造
業
者

又
は
酒
類
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
必
要
な
基
準
（
以
下
「
公
正
な
取
引
の

基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

財
務
大
臣
は
、
公
正
な
取
引
の
基
準
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
酒
類
製

造
業
者
又
は
酒
類
販
売
業
者
の
適
切
な
経
営
努
力
に
よ
る
事
業
活
動
を
阻
害

し
て
消
費
者
の
利
益
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

３ 

財
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
正
な
取
引
の
基
準
を
定
め
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

財
務
大
臣
は
、
公
正
な
取
引
の
基
準
を
遵
守
し
な
い
酒
類
製
造
業
者
又
は

酒
類
販
売
業
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
公
正
な
取
引
の
基

 

第
八
十
六
条
の
二
及
び
第
八
十
六
条
の
三 

削
除 

  

（
基
準
販
売
価
格
に
係
る
告
示
） 

第
八
十
六
条
の
四 

〔
同
上
〕 

  

〔
新
設
〕 

           



  

六 

準
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 
財
務
大
臣
は
、
前
項
の
指
示
に
従
わ
な
い
酒
類
製
造
業
者
又
は
酒
類
販
売

業
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

財
務
大
臣
は
、
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に
公
正
な
取
引
の
基
準
に
再
検
討
を

加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
改
正
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

  

（
公
正
な
取
引
の
基
準
に
関
す
る
命
令
） 

第
八
十
六
条
の
四 

財
務
大
臣
は
、
前
条
第
四
項
の
指
示
を
受
け
た
者
が
そ
の

指
示
に
従
わ
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
酒
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
が

阻
害
さ
れ
、
又
は
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者

に
対
し
、
当
該
指
示
に
係
る
公
正
な
取
引
の
基
準
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
命

令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
国
税
審
議
会
へ
の
諮
問
） 

第
八
十
六
条
の
八 

財
務
大
臣
は
、
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
正
な
取
引
の
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
公
正
な
取
引
の
基
準
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
を
含
む
。
）
、
第
八
十
六

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
酒
類
の
表
示
の
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と

き
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
重
要
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
国
税
審
議
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

        

〔
新
設
〕 

      

（
国
税
審
議
会
へ
の
諮
問
） 

第
八
十
六
条
の
八 

財
務
大
臣
は
、
第
八
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

酒
類
の
表
示
の
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り

重
要
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
税
審
議
会
に
諮

問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  



 

七 

  

（
酒
類
販
売
管
理
者
） 

第
八
十
六
条
の
九 

酒
類
小
売
業
者
（
酒
類
製
造
業
者
又
は
酒
類
卸
売
業
者
で

あ
つ
て
酒
類
製
造
業
者
及
び
酒
類
販
売
業
者
以
外
の
者
に
酒
類
を
販
売
す
る

者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
販
売
場
ご
と
に
、
財
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
販
売
場
に
お
い
て
酒
類
の
販
売
業
務
に

従
事
す
る
者
で
あ
つ
て
、
酒
類
の
販
売
業
務
に
関
す
る
法
令
（
酒
税
法
、
こ

の
法
律
、
未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
二
十
号
）
、
私
的
独

占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

五
十
四
号
。
第
九
十
三
条
に
お
い
て
「
私
的
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
、
ア

ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の

他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
法
令
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

係
る
研
修
（
小
売
酒
販
組
合
、
小
売
酒
販
組
合
連
合
会
又
は
小
売
酒
販
組
合

中
央
会
そ
の
他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
つ
て
、
財
務
大
臣
が
、
財
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
酒
類
の
販
売
業
務
に
関
す
る
法
令
の
知
識
が

十
分
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
研
修
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る

と
認
め
て
指
定
し
た
も
の
が
行
う
も
の
を
い
う
。
第
六
項
及
び
第
九
項
に
お

い
て
単
に
「
酒
類
の
販
売
業
務
に
関
す
る
法
令
に
係
る
研
修
」
と
い
う
。
）
を

受
け
た
も
の
の
う
ち
か
ら
酒
類
販
売
管
理
者
を
選
任
し
、
そ
の
者
に
、
当
該

酒
類
小
売
業
者
又
は
当
該
販
売
場
に
お
い
て
酒
類
の
販
売
業
務
に
従
事
す
る

使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
酒
類
の
販
売
業
務
に
関

  

（
酒
類
販
売
管
理
者
） 

第
八
十
六
条
の
九 

酒
類
小
売
業
者
（
酒
類
製
造
業
者
又
は
酒
類
卸
売
業
者
で

あ
つ
て
酒
類
製
造
業
者
及
び
酒
類
販
売
業
者
以
外
の
者
に
酒
類
を
販
売
す
る

者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
販
売
場
ご
と
に
、
財
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
販
売
場
に
お
い
て
酒
類
の
販
売
業
務
に

従
事
す
る
者
の
う
ち
か
ら
酒
類
販
売
管
理
者
を
選
任
し
、
そ
の
者
に
、
当
該

酒
類
小
売
業
者
又
は
当
該
販
売
場
に
お
い
て
酒
類
の
販
売
業
務
に
従
事
す
る

使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
酒
類
の
販
売
業
務
に
関

す
る
法
令
の
規
定
を
遵
守
し
て
そ
の
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
助
言

又
は
指
導
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

          



  

八 

す
る
法
令
の
規
定
を
遵
守
し
て
そ
の
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
助
言

又
は
指
導
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
～
４ 
〔
略
〕 

〔
削
る
〕 

       

５ 

〔
略
〕 

６ 

酒
類
小
売
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
し
た
酒
類
販
売
管
理
者

に
、
財
務
省
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
、
酒
類
の
販
売
業
務
に
関
す
る
法
令

に
係
る
研
修
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

財
務
大
臣
は
、
酒
類
小
売
業
者
が
前
項
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
な
い
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ

き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

財
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
従

わ
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
勧
告
に
係
る
措

置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

２
～
４ 

〔
同
上
〕 

５ 

酒
類
小
売
業
者
は
、
酒
類
販
売
管
理
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
三
月
以
内

に
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
酒
類
販
売
管
理
者
に
、
酒

類
の
販
売
業
務
に
関
す
る
法
令
に
係
る
研
修
（
小
売
酒
販
組
合
、
小
売
酒
販

組
合
連
合
会
又
は
小
売
酒
販
組
合
中
央
会
そ
の
他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
で

あ
つ
て
、
財
務
大
臣
が
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
酒
類
の
販

売
業
務
に
関
す
る
法
令
の
知
識
が
十
分
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
研
修
を
適
正

か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
て
指
定
し
た
も
の
が
行
う
も
の
を

い
う
。
）
を
受
け
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

〔
同
上
〕 

〔
新
設
〕 

  

〔
新
設
〕 

  

〔
新
設
〕 

  



 

九 

９ 

酒
類
小
売
業
者
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
販
売
場

ご
と
に
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
酒
類
販
売
管
理
者
の
氏
名
及
び
当
該

酒
類
販
売
管
理
者
が
最
後
に
酒
類
の
販
売
業
務
に
関
す
る
法
令
に
係
る
研
修

を
受
け
た
日
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
標
識
を
掲
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
質
問
検
査
権
） 

第
九
十
一
条 

財
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

酒
類
業
組
合
等
、
酒
類
製
造
業
者
若
し
く
は
酒
類
販
売
業
者
若
し
く
は
こ
れ

ら
の
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
若

し
く
は
財
産
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
を
し
て
、
こ
れ

ら
の
者
に
対
し
質
問
し
、
若
し
く
は
そ
の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち

入
り
、
業
務
若
し
く
は
財
産
の
状
況
、
帳
簿
書
類
（
そ
の
作
成
又
は
保
存
に

代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に

よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
作
成
又

は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
、
設
備
、

原
材
料
若
し
く
は
酒
類
の
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
・
３ 

〔
略
〕 

  

（
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
適
用
除
外
） 

〔
新
設
〕 

      

（
質
問
検
査
権
） 

第
九
十
一
条 

財
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

酒
類
業
組
合
等
、
酒
類
製
造
業
者
若
し
く
は
酒
類
販
売
業
者
に
対
し
、
そ
の

業
務
若
し
く
は
財
産
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
を
し
て
、

こ
れ
ら
の
者
に
対
し
質
問
し
、
若
し
く
は
そ
の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
に

立
ち
入
り
、
業
務
若
し
く
は
財
産
の
状
況
、
帳
簿
書
類
（
そ
の
作
成
又
は
保

存
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知

覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ

て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
作

成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
、

設
備
、
原
材
料
若
し
く
は
酒
類
の
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２
・
３ 
〔
同
上
〕 

  

（
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
適
用
除
外
） 



  

一
〇 

第
九
十
三
条 

私
的
独
占
禁
止
法
の
規
定
は
、
酒
類
業
組
合
等
又
は
そ
の
組
合

員
若
し
く
は
会
員
が
第
四
十
三
条
第
一
項
（
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
、
又
は
認
可
を
受
け
る
こ

と
を
要
し
な
い
協
定
に
基
づ
い
て
行
う
行
為
及
び
第
八
十
四
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
勧
告
又
は
命
令
を
受
け
た
者
が
当
該
勧
告
又
は

命
令
に
基
づ
い
て
行
う
行
為
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
協
定
に

基
づ
い
て
行
う
行
為
又
は
当
該
勧
告
若
し
く
は
命
令
に
基
づ
い
て
行
う
行
為

に
つ
き
不
公
正
な
取
引
方
法
を
用
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

   

（
公
正
取
引
委
員
会
と
の
関
係
） 

第
九
十
四
条 

財
務
大
臣
は
、
第
四
十
三
条
第
一
項
（
第
八
十
三
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
可
、
第
八
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

の
規
定
に
よ
る
勧
告
若
し
く
は
命
令
又
は
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
公
正
な
取
引
の
基
準
の
制
定
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
正
な

取
引
の
基
準
の
改
正
を
含
む
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

公
正
取
引
委
員
会
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

〔
略
〕 

３ 

公
正
取
引
委
員
会
は
、
酒
類
製
造
業
者
又
は
酒
類
販
売
業
者
の
酒
類
の
取

引
に
関
し
、
公
正
な
取
引
の
基
準
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
思
料
す
る
と

き
は
、
財
務
大
臣
に
対
し
、
そ
の
事
実
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
九
十
三
条 

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
規
定
は
、
酒
類
業
組
合
等
又
は
そ
の
組

合
員
若
し
く
は
会
員
が
第
四
十
三
条
第
一
項
（
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
、
又
は
認
可
を
受
け
る

こ
と
を
要
し
な
い
協
定
に
基
づ
い
て
行
う
行
為
及
び
第
八
十
四
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
勧
告
又
は
命
令
を
受
け
た
者
が
当
該
勧
告
又

は
命
令
に
基
づ
い
て
行
う
行
為
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
協
定

に
基
づ
い
て
行
う
行
為
又
は
当
該
勧
告
若
し
く
は
命
令
に
基
づ
い
て
行
う
行

為
に
つ
き
不
公
正
な
取
引
方
法
を
用
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  

（
公
正
取
引
委
員
会
と
の
関
係
） 

第
九
十
四
条 

財
務
大
臣
は
、
第
四
十
三
条
第
一
項
（
第
八
十
三
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
可
又
は
第
八
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
の
規
定
に
よ
る
勧
告
若
し
く
は
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
公
正
取
引
委
員
会
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
２ 
〔
同
上
〕 

〔
新
設
〕 

  



 

一
一 

４ 

財
務
大
臣
は
、
酒
類
製
造
業
者
又
は
酒
類
販
売
業
者
の
酒
類
の
取
引
に
関

し
、
不
公
正
な
取
引
方
法
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、

公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
事
実
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
九
十
八
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。 

 

一 

第
八
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者 

 

一
の
二 

〔
略
〕 

 

二
・
二
の
二 

〔
略
〕 

 

二
の
三 

第
八
十
六
条
の
九
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者 

 

三 

〔
略
〕 

〔
新
設
〕 

   

第
九
十
八
条 

〔
同
上
〕 

  

〔
新
設
〕 

 

一 

〔
同
上
〕 

 

二
・
二
の
二 

〔
同
上
〕 

 

〔
新
設
〕 

 

三 

〔
同
上
〕 

 

 
 

  
 



  

一
二 

○
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
三
十
六
号
）（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
欠
格
条
項
） 

第
五
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
第
三
条
第
一
項
の
許
可

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

一 

〔
略
〕 

 

二 

第
十
二
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
第
二
十
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
酒
税
法
第
十
二

条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
三
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
若
し
く
は
同
法

第
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取

り
消
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者 

 

 

三
～
六 

〔
略
〕 

 

 

（
欠
格
条
項
） 

第
五
条 

〔
同
上
〕 

  

一 

〔
同
上
〕 

 

二 

第
十
二
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
第
二
十
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
酒
税
法
第
十
二

条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
三
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第
十
二
条
第
五
号
若
し
く
は
同
法
第

十
四
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者 

 

 

三
～
六 

〔
同
上
〕 

 

 
 

 


